
目　　的 備　　考

個人 狩猟 平成28年11月1日 ～ 平成29年3月31日

その他
狩猟、有害鳥
獣捕獲

平成28年11月1日 ～ 平成29年3月31日

その他 狩猟 平成28年11月1日 ～ 平成29年3月31日

個人 狩猟 平成28年11月1日 ～ 平成29年3月31日

その他 狩猟 平成28年11月1日 ～ 平成29年3月31日

その他
狩猟、指定管
理鳥獣捕獲等
事業に該当

平成28年11月1日 ～ 平成29年3月31日

その他 狩猟 平成28年11月1日 ～ 平成29年3月31日

その他
狩猟、指定管
理鳥獣捕獲等
事業に該当

平成28年11月1日 ～ 平成29年3月31日

個人 狩猟 平成28年11月15日 ～ 平成29年3月31日

その他 狩猟 平成28年11月1日 ～ 平成29年3月31日

個人 狩猟 平成28年11月1日 ～ 平成29年3月31日

その他
狩猟、指定管
理鳥獣捕獲等
事業に該当

平成28年11月1日 ～ 平成29年3月31日

個人 狩猟 平成28年11月1日 ～ 平成29年3月31日

その他

狩猟、有害鳥獣
保護、指定管理
鳥獣捕獲等事業
に該当

平成28年11月1日 ～ 平成29年3月31日

その他 狩猟 平成28年11月1日 ～ 平成29年3月31日

個人 狩猟 平成28年11月1日 ～ 平成29年3月31日

個人 狩猟 平成28年11月1日 ～ 平成29年3月31日

個人 狩猟 平成28年11月1日 ～ 平成29年3月31日

個人 狩猟 平成28年11月1日 ～ 平成29年3月31日

個人 狩猟 平成28年11月1日 ～ 平成29年3月31日

個人 狩猟 平成28年11月1日 ～ 平成29年3月31日

個人 狩猟 平成28年11月1日 ～ 平成29年3月31日

三陸北部森林管理署管内
（立入禁止区域期間を除く）

平成28年11月1日 現在

三陸北部森林管理署管内
（立入禁止区域期間を除く）

狩 猟 に 係 る 入 林 届 出 状 況
三陸北部森林管理署

三陸北部森林管理署管内
（立入禁止区域期間を除く）

三陸北部森林管理署管内
（立入禁止区域期間を除く）

三陸北部森林管理署管内
（立入禁止区域期間を除く）

三陸北部森林管理署管内（宮古市川井）
（立入禁止区域期間を除く）

三陸北部森林管理署管内
（立入禁止区域期間を除く）

三陸北部森林管理署管内
（立入禁止区域期間を除く）

三陸北部森林管理署管内
（立入禁止区域期間を除く）

三陸北部森林管理署管内
（立入禁止区域期間を除く）

三陸北部森林管理署管内
（立入禁止区域期間を除く）

三陸北部森林管理署管内
（立入禁止区域期間を除く）

狩猟期間 場　　所

三陸北部森林管理署管内
（立入禁止区域期間を除く）

三陸北部森林管理署管内
（立入禁止区域期間を除く）

三陸北部森林管理署管内
（立入禁止区域期間を除く）

三陸北部森林管理署管内
（立入禁止区域期間を除く）

三陸北部森林管理署管内
（立入禁止区域期間を除く）

三陸北部森林管理署管内（山田・豊間根除く）
（立入禁止区域期間を除く）

三陸北部森林管理署管内
（立入禁止区域期間を除く）

三陸北部森林管理署管内
（立入禁止区域期間を除く）

三陸北部森林管理署管内
（立入禁止区域期間を除く）

三陸北部森林管理署管内（宮古市小国）
（立入禁止区域期間を除く）



個人
狩猟、有害鳥
獣捕獲

平成28年11月1日 ～ 平成29年3月31日

個人 狩猟 平成28年11月1日 ～ 平成29年3月31日

その他

狩猟、有害鳥獣
保護、指定管理
鳥獣捕獲等事業
に該当

平成28年11月1日 ～ 平成29年3月31日

個人 狩猟 平成28年11月1日 ～ 平成29年3月31日

個人 狩猟 平成28年11月1日 ～ 平成29年3月31日

個人 狩猟 平成28年11月1日 ～ 平成29年3月31日

県
指定管理鳥獣
捕獲等事業

平成28年11月1日 ～ 平成29年3月31日

県
指定管理鳥獣
捕獲等事業

平成28年11月1日 ～ 平成29年3月31日

その他
狩猟、有害鳥
獣捕獲

平成28年11月1日 ～ 平成29年3月31日

三陸北部森林管理署管内
（立入禁止区域期間を除く）

三陸北部森林管理署管内
（立入禁止区域期間を除く）

三陸北部森林管理署管内
（立入禁止区域期間を除く）

三陸北部森林管理署管内
（立入禁止区域期間を除く）

三陸北部森林管理署管内
（立入禁止区域期間を除く）

三陸北部森林管理署管内
（立入禁止区域期間を除く）

三陸北部森林管理署管内（川井平津戸）
（立入禁止区域期間を除く）

三陸北部森林管理署管内
（立入禁止区域期間を除く）

三陸北部森林管理署管内
（立入禁止区域期間を除く）


